
お問い合わせ・お申し込みは

●このパンフレットは保険商品の概要をご説明したものです。詳細につきましては、取扱代理店・扱者または弊社にお問い合わせください。
　また、ご契約に際しては、保険商品についての重要な情報を記載した重要事項説明書（「契約概要」「注意喚起情報」等）を、事前に必ずご覧ください。
●弊社の損害保険募集人は、保険契約締結の代理権を有しています。     
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海外出張・駐在保険
企業包括契約

2017年10月版 2018年1月1日以降保険始期契約用

AIU損害保険と富士火災海上保険は、関係当局の認可等を
前提として、2018年1月1日に合併による経営統合を行い、
「AIG損害保険」になります。

パンフレット 兼 重要事項説明書

広がる世界へ、
この安心とともに。

海外旅行保険

〒105-8622　東京都港区虎ノ門4-3-20
03-5400-6000　午前9時～午後5時
（土・日・祝日・年末年始を除く） 
http://www.fujikasai.co.jp 

〒130-8560　東京都墨田区錦糸1-2-4 アルカウエスト
03-3216-6611　午前9時～午後5時
（土・日・祝日・年末年始を除く）
http://www.aiu.co.jp

〒105-8602　東京都港区虎ノ門4-3-20　
03-6848-8500　午前9時～午後5時
（土・日・祝日・年末年始を除く）
http://www.aig.co.jp/sonpo

法人用



1 2

３つの特長

ケガ・病気補償が充実
■海外旅行で最も多いトラブルであるケガ・病気の治療を充実補償
■保険期間31日以内の出張については
　・持病・既往症の急激な悪化
　・旅行中の急激な歯痛による歯科治療
　・妊娠初期の異常による症状（妊娠満22週以後の発症は除く）　　　   も補償します。

1

■出張者ごとの申込記入・捺印は不要
■保険料は、原則月末締めの翌月一括支払い
■保険料の割引制度あり
■月まとめ報告のため、突発の出張の保険のつけ忘れを防止

業務の効率化と経費節減に貢献 2

増大する海外のリスクに、充実のサポート体制で、
海外進出をサポート
■海外旅行保険専任の保険金支払部門
■AIGのグローバルネットワーク
■アシスタンス・サービス
■福利厚生サービス

6ページ
7ページ
8ページ
10ページ
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補償とサービス

ご自身の
ケガや病気の
補償

携行品の補償

航空機遅延
などの補償
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海外旅行保険 企業包括契約は、
充実の補償とアシスタンス・サービスで
海外に進出・出張される企業に
大きな安心をお届けします。
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サービス 重
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海外出張者に対し、出発に合わせて個々に申込みをされている海外旅行保険を包括的に
契約することにより、個別の申込みを不要にする契約方式です。（1年更新の年間契約）

企業包括契約とは？

5ページ
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保険期間31日までの場合、治療・救援費用、疾病治療費用または
救援者費用には、「持病・既往症」の応急治療費用などを補償する（注1）特約を
セットしています。

補償の内容

3 4

傷害死亡／疾病死亡 傷害後遺障害 緊急歯科治療費用

疾病応急治療・
救援費用

治 療 ・ 救 援 費 用

階段で転倒して骨折 ケガや病気で長期入院し
日本から家族が現地に駆けつける盲腸で入院

旅行中のケガが原因で
後遺障害が生じた

保険期間31日まで

ケガまたは病気が原因で
亡くなられた

旅先で旅行前にかかっていた
病気が急激に悪化※２

携行品損害／生活用動産補償※3

カメラを落とし、壊してしまった

旅行中に急に歯が痛くなった
※１

保険期間31日まで

買い物中にスマートフォンを盗まれた

ご自身のケガや病気の補償

携行品の補償

個人賠償責任／家族総合賠償

その他、このようなトラブルも補償します。

※１緊急歯科治療とは、痛みや苦痛を一時的に除去・緩和するための
応急治療、義歯・歯科矯正装置の応急修理をいいます。なお、緊急
歯科治療を伴わない検査、予防治療、あらかじめ予定・予測されて
いた治療など、保険金をお支払いできない場合があります。

※2旅行前に渡航先の病院または診療所で診察の予約または入院の
手配などが行われていた場合など、保険金をお支払いできない場
合があります。

※3 携行品／生活用動産（パスポートを含みます。）の紛失または置き
忘れによる損害については保険金をお支払いできません。

お湯を出しっぱなしで寝てしまい、
水浸しになり、修理費を請求された

航空会社に預けた手荷物が
出てこない

航空機遅延費用航空機寄託手荷物遅延

悪天候で、搭乗予定の航空機が
飛ばなかった

航空機遅延などの補償

旅行出発前に患っていた病気や持病の急激な悪化により、現地で医師の応急治療を受けた場合や、3日以上の入院で日本から
親族（その代理人を含みます。）が現地に行く場合などの費用を300万円（注2）を限度に補償します。さらに妊娠初期の異常によ
る病気も同様に補償します。（妊娠満22週以降の発症は除きます。）

（注1）温泉療法、はり、灸、カイロプラクティック、整体、リハビリテーションなど、お支払いできない場合もあります。
　　  詳しくはこのパンフレットのP.11「重要事項説明書」にてご確認ください。
（注2）治療・救援費用保険金額、疾病治療費用保険金額または救援者費用等保険金額が300万円未満の場合は100万円限度。

3つの補償項目をまとめました。
合理的な補償で保険料負担の軽減になります。
「傷害治療費用」「疾病治療費用」「救援者費用」の3つの補償項目を「治療・救援費用」というひとつの補償項目にまとめました。
保険金額も合理的に設定できるので、保険料の負担も軽くすることができます。

治療・救援費用
（合理的な補償）

3つの補償をまとめて

傷害治療費用 疾病治療費用 救援者費用

【補償項目ごとの設定の場合】

傷害治療費用保険金額
疾病治療費用保険金額
救援者費用保険金額

7,000,000円
7,000,000円
6,000,000円

【治療・救援費用プランの場合】

治療・救援費用保険金額 10,000,000円

交通事故により入院、現地に家族が駆けつける
【事故により要した費用】

傷害治療費用
救援者費用

8,192,797円
1,660,532円

 ＞  ＋ 　
発生した費用の総合計が保険金額内に収まる。

自己負担は0円自己負担は1,192,797円

1
3

4

3
 ＜ であるため、保険金額をオーバー。
 ＞  であるため、保険金額内に収まる。

　 については自己負担が発生。

1
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4
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割引制度

ご契約の2年目から、保険料と被保険者（出張者・駐在者）の延べ人数に応じて、
包括割引が適用されます。

5 6

事務手続きの効率化

事務手続きの効率化と割引制度

RISA

①出張者や駐在員のIDカード（保険加入証明書）を発行すると自動的に出張台帳が作成されます。
②事前に社員の基本情報の登録をすることにより、社員番号をご入力いただくだけで自動的に被保険者の氏名、年
令、性別、補償内容が入力されますので、大幅な事務の効率化が実現可能です。
③当月に出発された出張者や駐在員を翌月に報告する契約形式ですので保険の付け忘れも防げます。

その他、RISAを利用してこんなこともできます。
保険料計算／保険料集計機能／変更手続き

保険料と被保険者数での契約2年目の割引（包括割引）
契約1年目の保険料・被保険者数が下記の要件を充足し、かつ次年度についても同様の実績が見込める場合に
限り、下記の包括割引を適用します。
また、初年度であっても契約者より、直近1年間の実績によって保険料・被保険者数を充足していることが確認で
き、かつ次年度についても同様の実績が認められる場合には、下記の包括割引を適用できます。（事前の確認を
必要としますので、取扱代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。）

独自発券システム「RISA（リサ）」によって、
IDカード（保険加入証明書）の発行が簡単、スピーディー。
インターネットに接続したパソコン、プリンターがあれば、いつでも貴社で発券が可能。操作も簡単です。

包括契約のメリット

被保険者数
20名以上

100名以上

1,000名以上

5％

5％

5％

5％

10％

10％

5％

10％

15％

保険料 20万円以上
100万円未満 100万円以上 1,000万円以上

被保険者の氏名、年令、
性別、補償内容、保険期
間の入力のみでOK。さ
らに、事前に社員の基本
情報の登録も可能です。

簡単入力

タブ・キーを使うだけで
流れるように入力。パソ
コン操作に不慣れな方
でも安心してご使用い
ただけます。

シンプルな操作

契約データは弊社の社
内サーバに保持されま
すので、海外での事故に
迅速に対応できます。

高い確実性 2016年度 保険金支払件数 76,122件

顧客満足度の高いサポート体制

スピーディーなお支払い

自社運営のアシスタンスセンターに保険金支払部門を併設。
海外でのトラブルの際にアシスタンスセンターに連絡いただくような場合には、保険金の
お支払いにつながるケースも頻繁にあります。両センターを1拠点で運営し、事故状況を
よりよく理解することで、迅速な保険金のお支払いにつながります。
保険金支払担当者は海外旅行保険専任で専門性が高く、保険金のお支払いを円滑に進め
るようにしています。

保険金はスピーディーにお支払いします。
（支払保険金が少額となる軽微な案件では、約5日※以内に
お支払いを実施しています。）

92.2%お客さま満足度

(2015年12月～2016年11月  AIU実績）

「満足」「やや満足」とお答えになったお客さまの割合。

支払保険金が少額となる軽微な案件では、

約5日以内
※必要書類がそろった時点から起算。海外送金を除く。（2016年1～12月実績）

● その他・・・・・・・・・・・・・・1.9%

海外で「信頼」できる損害サービス

● 航空機遅延費用・・・・・0.8%

● 個人賠償責任・・・・・・・・0.8%

● 生活用動産・・・・・・・・・・3.3%

● 旅行事故緊急費用・・・・4.0%

※「損害サービスに対するお客さま満足度調査」
2016年度、保険金をお支払いした全てのお客さまに対
して弊社が実施している損害サービスに関するアンケ
ート（「満足」「やや満足」「普通」「やや不満」「不満」の5段
階評価）において、「満足」「やや満足」とのご回答をいた
だいたお客さまの割合となります。

治療・救援
費用関連
72.8%携行品

16.4%

海外旅行保険専任の保険金支払部門サポート体制



重
要
事
項
説
明
書

包
括
契
約
の
メ
リ
ッ
ト

サ
ポ
ー
ト
体
制

補
償
の
内
容

は
じ
め
に

そ
の
他
の
補
償

8

■ご利用に際しての注意
※アシスタンスセンターでは、ご連絡いただいた内容をもとにお客さまの状況に適したサービスをご案内します。
※保険の対象とならない費用や保険金額を超えた費用は自己負担となります。
※国・地域・医療機関などの事情によりご希望のサービスをご利用いただけない場合があります。
※「緊急歯科治療費用」についてはキャッシュレス・メディカルサービスはご利用いただけません。
※サービスの内容や範囲は予告なく変更・中止することがあります。

保険知識をもった社員が応対します。

アシスタンス・サービス
アシスタンスセンターでは、24時間・365日、日本語対応で、ご契約者の皆さまからの
ご相談に応じてサービスをご案内しています。

米国を中心に、世界55万か所以上の医療機関で、その場で費用を自己負担することなく治療を受けていただ
けるサービスです。お手元に現金をお持ちでなくても、安心して治療が受けられます。
■ご利用方法

海外での「困った」に24時間日本語でお応えします。

キャッシュレス・メディカルサービスとは…

● 緊急移送時の輸送機関の手配
● 付添医師・看護師の手配
● 入院時のご家族への状況報告
● 捜索・救援機関の紹介・手配、救援者の
　ホテルなどの手配、遺体移送

アシスタンスセンターに
ご連絡ください。

S T E P 1

病院の受付カウンターに
お越しください。

S T E P 2

IDカード（保険加入証明書）
をご提示ください。

S T E P 3

病院が案内する所定の書
類または弊社指定の保険金
請求書をご記入ください。

S T E P 4

病気やケガに関するアシスタンス
● キャッシュレス・メディカルサービス
● 医療情報の提供
● 医師・病院の紹介、手配
● 電話による医療通訳サービス
● 入院・転院の手配

事故相談サポート
● パスポートやクレジットカードなどの
　紛失・盗難時の手続きのご案内

迅速で細やかな対応
● 自社で「アシスタンスセンター」を運営しているため、
　情報の共有や判断を速やかに行うことができます。
● お客さまの契約内容を即座に確認し、迅速な対応を実現します。
● 医療チャーター機等を利用した重症患者の搬送手配にも対応します。

充実したホスピタリティ

● 保険金請求手続きに係わるご相談受付

サポート体制

海外での対応ノウハウを社内で蓄積しているので、お客さま視点に立った情報提供やアド
バイスが可能です。センター全体で4カ国語（英語・中国語・スペイン語・日本語）※に対応し
ており、お客さまに寄り添ったサービスを提供いたします。

※2017年6月現在

AIGグループには、世界にアシスタンスセンターが8か所、メディカルチームが4か所、保険金支
払いを管轄するサービスセンターが8か所あり、各拠点の連携によりスピーディーかつスムーズ
なサポートを実現します。 ※2017年6月現在

AIGのグローバルネットワークサポート体制

アシスタンス
センター

メディカル
チーム

サービス
センター

アシスタンスセンター
日本のお客さまからのお電話は、沖縄とアメリカのヒューストンが担当いたしますが、各国の
アシスタンスセンターの協力体制が構築されています。

メディカルチーム
世界4か所のネットワークにより24時間いつでも医師や看護師と連絡可能な体制を構築してい
ます。
医療搬送が必要なケース等では、現地の主治医とメディカルチームの医師が連絡をとり迅速
に対応できる体制となっています。

サービスセンター
保険金のお支払いを担当する部門です。海外にも日本人スタッフを配置することで、保険金
のお支払いが円滑にすすむようにしています。

7
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医療チャーター機での搬送

医療搬送には医療チャーター機を利用する場合と、民間機を利用する場合があります。
医師の指示に基づいて搬送方法を決定します。

重症・重病の患者さまの搬送を可能にする、高度なレベルの医療設備が整った特殊な航空機です。
医師・看護師が同乗し、患者さまの帰国をサポートします。

民間機での搬送

実際の搬送ケース

ケガや病気の容態により、通常の客席では医療上安全ではないと医師が判断した場合に、
ストレッチャーを機内に運び入れ搬送します。
通常の客席を6～8席折りたたみ、その上に患者さまをのせたストレッチャーを搭載し固定
します。

医療チャーター機で隣国へ移送、その後民間機で日本へ

南太平洋の島において、風邪の症状で通院をしていたが、症状が改善しない為、血液検査を行ったところ、デング熱と診断され入
院。病状は悪化し、デング出血熱と診断、生命の危機があると判断され、適切な治療を受けることができるオーストラリアへ、医
師・看護師同伴のうえ、医療チャーター機で搬送を実施。
オーストラリアの病院のICUで治療を受け、一命を取り留める。30日の入院後、退院許可がでたため、民間機（ビジネスクラス）で
帰国。救援者として両親が日本からオーストラリアに向かわれ、帰国時はお父さまがともにご帰国。

【事故概要】

■搬送費用（フィジー～オーストラリア）
■治療費用
■搬送費用（オーストラリア～日本）
■救援者費用

20,000,000円（治療・救援費用）

　6,000,000円
10,000,000円
3,000,000円
2,000,000円

（付添看護師費用・ 本人航空機代等）

（ご両親の往復交通費・現地ホテル代等）

（医療チャーター機使用）

合計 　21,000,000円

海外での医療費は非常に高額。さらに医療搬送のリスクも！
治療・救援費用の保険金額が無制限※なら、自己負担の心配はありません。!

保険金額オーバー

※無制限とは、治療・救援費用補償特約の保険金額（支払限度額）を無制限とすることであり、治療・救援費用を終身補償するものでは
　ありません。

保険金額

負担した費用

10

ＷＥＢによる総合ヘルスケア相談サービス「ドクターズミー」

「ストレスチェック」が企業に義務付けられるなど、従業員の健康管理やメンタルヘルス問題も企
業が配慮する時代です。慣れない海外生活による健康変化やメンタルヘルスの悩みを気軽に相
談できる環境を整えることで、海外に派遣される従業員の方々が安心して日々の生活を送るこ
とができるようサポートします。

医療搬送サポート体制 福利厚生サービスサポート体制

海外滞在中の「お悩み」に…

「Doctors Me（ドクターズミー）※」とは

6種の専門家に相談できるオンライン健康相談サービス

「Doctors Me（ドクターズミー）」は、医療・健康領域の専門家が監修する
総合ヘルスケアメディア。

医師 歯科医師 栄養士 カウンセラー 薬剤師 獣医師
※Doctors Me（ドクターズミー）は株式会社サイバー・バズの登録商標です。

「安心をもっと身近に」というコンセプトのもと、健康への様々な
悩みをWEBによるサービスでサポートします。

手軽にスマートフォンから！
日本語で気軽にご相談できます！

（注）本サービスは、弊社が株式会社サイバー・バズに委託してご提供します。
　　サービスは今後予告なく変更または中止する場合があります。

出張先で感染症が流行している。
予防はどうすればいいの…

滞在先で処方された薬が強すぎる。
このまま服用していいか不安…

メンタルヘルスなどの精神に
関する悩みを匿名で相談したい…

バランスの取れた食事をとりたい。
どうしたらいいの…

小さな子供の体調が悪い。病院に
行くほどでもないけど、不安もある…

9
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その他の補償
保険期間31日まで 保険期間32日以上

保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いしない主な場合保険金の
種類

緊急歯科
治療費用

旅行行程中に生じた歯科疾病症状（※1）の急激な発症・悪化により旅行行程中に
歯科医師による緊急歯科治療（※2）を開始した場合、被保険者が旅行行程中に実
際に負担した費用をお支払いします。（10万円限度）

（※1）装着中の義歯または歯科矯正装置に生じた異常により飲食に支障が生
じる状態を含みます。

（※2）緊急歯科治療とは、痛みや苦痛を一時的に除去・緩和するための応急治
療、義歯・歯科矯正装置の応急修理で、かつ、社会通念上妥当なものを
いいます。

【お支払いする保険金】
次の費用の額をお支払いします。
●診察費、処置費および手術費
●薬剤費、治療材料費および医療器具使用料
●X線検査費、諸検査費および手術室費
●保険金請求のために必要な歯科医師の診断書費用

●緊急歯科治療を伴わない検査
●義歯の提供を含む治療
●審美歯科治療
●義歯・歯科矯正装置の欠陥、
自然消耗、性質によるさび・
かび・変色、キズ・塗料のは
がれなどの外観上の損傷
●ブラッシング
●その他口腔衛生行為　　　

など

保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いしない主な場合保険金の
種類

家族総合
賠償責任
および
被害者
治療費用

次の場合に保険金をお支払いします。
＜家族総合賠償責任部分＞
●被保険者が、海外滞在中に次の偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他
人の物に損害を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合。ただし、自動車
の所有・使用・管理に起因する損害については、損害賠償金が現地自動車保
険の支払額を超過した場合に限ります。
①住宅の所有・使用・管理に起因する事故
②日常生活に起因する事故
●海外滞在中に渡航の目的のために供される宿泊施設、居住施設などの所有・
使用・管理に起因する偶然な事故によって、次のような損害を与えて、法律上
の損害賠償責任を負った場合
①ホテルなどの宿泊施設の客室に与えた損害（セイフティボックスのキーおよ
びルームキーを含みます。）
②レンタル業者から直接借り入れた旅行用品または生活用品に与えた損害
③火災・爆発・破裂および漏水、放水または溢水による水漏れにより住宅に与
えた損害

●住宅内に一時的に預かった物（パーティー招待客のコートなど）を損壊（盗難
を除きます。）し、法律上の損害賠償責任を負った場合

＜被害者治療費用部分＞
法律上の賠償責任はなくても、住宅内で来客などがケガをしたり、日常生活に
起因して他人にケガをさせて、その治療費用を負担した場合

（注）これらの特約はご家族も被保険者となります。

【お支払いする保険金】
＜家族総合賠償責任部分＞
損害賠償金（１事故につき、ご契約の保険金額限度）。ただし、住宅内で一時的
に預かったものに与えた損害については10万円を限度とします。また、訴訟費用
などは、自動車事故を除き、別枠でお支払いします。

（注1）自動車事故については、次表の事故発生地別免責金額（自己負担額）ま
たは現地自動車保険などの第一次保険契約で支払われる金額のうち、
いずれか高い額を超えた部分の損害賠償金が支払対象となります。

（注2）賠償金額の決定には、事前に弊社の承認を必要とします。

＜被害者治療費用部分＞
被害者1名につき、補償限度額を限度として、事故の日から1年以内に要した治
療費をお支払いします。

＜家族総合賠償責任部分＞
●故意 
●職務遂行に直接起因する損害
賠償責任（仕事上の損害賠償
責任）
●同居の親族に対する損害賠償
責任 
●船舶、航空機の所有・使用・
管理による損害賠償責任 
●心神喪失による損害賠償責任 

 など

＜被害者治療費用部分＞
●職務遂行に直接起因する他人
の身体障害 
●同居の親族の身体障害 
●船舶、航空機・自動車の所
有・使用・管理による他人の
身体障害 
●心神喪失による他人の身体障
害　　　 

など

生活用動産
（長期契約用）

海外現地の宿泊・居住施設に保管中の家財（※）および通学・買物・旅行などの際
に携行している身の回り品（※）が、火災・盗難などの偶然な事故により損害を受
けた場合、家財・身の回り品など1個（1組または1対）あたり10万円（乗車券・航
空券などは5万円）を限度として、時価額で算定した損害の額または修繕費をお
支払いします。（時価額を限度とし、また同一保険年度ごとに、ご契約の保険金
額限度）

（※）被保険者が旅行開始前にその旅行のために他人から無償で借りた物を含
みます。

（注1）現金、小切手、クレジットカード、定期券、義歯、コンタクトレンズ、各種
書類、データ・ソフトウェアなどの無体物、サーフィンなどの運動を行う
ための用具、仕事のためだけに使用する物などは含みません。

（注２）旅券については、その再発給または渡航書発給の費用（領事官に納付し
た発給手数料、事故地から最寄りの在外公館所在地までの交通費、およ
び同地におけるホテル客室料など）をお支払いします。（1事故につき5
万円限度）

（注3）この特約は、「賠償責任・生活用動産の家族補償特約（長期契約用）」
が自動セットされ、ご家族も被保険者となります。

●故意または重大な過失
●自動車などの無資格運転・酒気
帯び運転・麻薬などを使用して
の運転
●自然の消耗またはさび、変色、
欠陥
●電気的事故、機械的事故
●置き忘れ・紛失
●すり傷・塗料のはがれなど、機
能に支障をきたさない外観の
みの損傷

など

US$30,000 US$100,000US$250,000
アジア、中南米、アフリカ、中東、その他ヨーロッパ、オセアニア北米、ハワイ、グアム、サイパン

事故発生地（いずれも属領、信託統治を含みます。）

「家族総合賠償責任補償特約」・「被害者治療費用補償特約」・「生活用動産補償特約（長期契約用）」において、被保険者の範囲は、本人（※）
および日本国外に居住する次の方となります。
①本人の配偶者　②本人または本人の配偶者と生計を共にする同居の親族　③本人または本人の配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
（※）保険申込書・契約画面の被保険者欄に記載の方を「本人」といいいます。21



重
要
事
項
説
明
書

包
括
契
約
の
メ
リ
ッ
ト

サ
ポ
ー
ト
体
制

補
償
の
内
容

は
じ
め
に

そ
の
他
の
補
償

24

その他の補償

航空機寄託
手荷物遅延

旅行行程中に携行する身の回り品で航空機（※1）の搭乗時に航空会社に運搬を
寄託した手荷物が、航空機が目的地に到着後6時間以内にその目的地に運搬さ
れなかった場合、航空機到着後96時間以内に被保険者が実際に負担した必要
不可欠な衣類、生活必需品、身の回り品の購入費（※2）をお支払いします。（1回
の寄託手荷物遅延につき、10万円限度）　

（※1）定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機に限ります。
（※2）貸与を受けた場合の費用を含みます。

（注）寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降に購入し、または貸与を
受けたことによる費用は除きます。

●故意もしくは重大な過失また
は法令違反 
●地震・噴火またはこれらによ
る津波 
●戦争・革命・内乱
●放射線照射・放射能汚染

など

保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いしない主な場合保険金の
種類

緊急一時帰国
費用

海外渡航期間中に生じた次の事由により一時帰国したとき、実際にご負担した
費用をお支払いします。
①配偶者または2親等以内の親族の死亡
②配偶者または2親等以内の親族の危篤
③配偶者または2親等以内の親族の搭乗する航空機または船舶の遭難・行方不明

（注1）前記の事由が生じた日を含めて10日を経過した日までに一時帰国し、か
つ、帰国日（入国手続きを完了した日）を含めて30日以内に再び海外の
居住地へ戻ることが支払要件となります。

【お支払いする保険金】
次の費用の額をお支払いします。
●往復交通費
●宿泊料（14日分限度）
●通信費、渡航手続費、一時帰国した地における交通費などの諸雑費（宿泊料
と合計で20万円限度）

（注2）同一の事由により複数回帰国した場合は、2回目以降の帰国に要した費
用は支払対象外となります。ただし、同一の配偶者または2親等以内の親
族の危篤により2回以上帰国した場合で、2回目の一時帰国後30日以内
に死亡した場合は、2回目の一時帰国についても支払対象となります。

（注3）ご契約者、または被保険者が勤務先の慶弔規定などにより給付を受け
る場合は、その額を差し引いた額をお支払いします。

＜家族緊急一時帰国費用追加補償特約をセットする場合＞
被保険者に帯同する家族（配偶者、子、または被保険者と生計を共にする3親等
以内の親族）が一時帰国した場合に支出した費用を、追加してお支払いします。

●次の事由によって生じた費用
に対しては、保険金をお支払
いしません。
　・故意または重大な過失
　・海外渡航期間開始前に発病
した病気

●配偶者または2親等以内の親
族に「保険金をお支払いする
主な場合」①②の原因または
③が生じる前に購入または予
約していた航空券などを利用
して一時帰国した場合

など

航空機遅延
費用

次のいずれかに該当した場合、出発地（または乗継地・着陸地）において、代替
となる他の航空機が利用可能となるまでの間に被保険者が実際に負担した費用
をお支払いします。（1回の出発遅延など、または乗継遅延につき、2万円限度）

＜出発遅延など＞
●搭乗予定の航空機について以下の事由が生じ、出発予定時刻から6時間以内
に代替となる他の航空機を利用できない場合
　①6時間以上の出発遅延 
　②欠航・運休 
　③航空運送事業者の搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能
●搭乗していた航空機の着陸地変更により、着陸時刻から6時間以内に代替と
なる他の航空機を利用できない場合

＜乗継遅延＞
●航空機を乗り継ぐ場合で、搭乗していた到着機の遅延により乗継の予定だっ
た出発機に搭乗できず、搭乗していた到着機の到着時刻から6時間以内に出
発機の代替となる他の航空機を利用できないとき

【お支払いする保険金】
●ホテルなど客室料、食事代
●ホテルなどへの移動に要するタクシー代などの交通費、航空機の代替となる
他の交通手段を利用したときの費用
●国際電話料など通信費
●目的地における旅行サービスの取消料　　　　　　　　　　　　　　など

●故意もしくは重大な過失また
は法令違反 
●地震・噴火またはこれらによ
る津波
●戦争・革命・内乱
●放射線照射・放射能汚染　　

など

保険期間32日以上

保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いしない主な場合保険金の
種類

保険期間3か月以上

23
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